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ミ
シ
ェ
ル
・
ダ
ン
テ
ィ
ジ
ュ
ア
ン
著

「
不
可
抗
力
」

外
国
文
献
紹
介
）

井

上

宜

裕

こ
の
度
紹
介
す
る
文
献
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・
ダ
ン
テ
ィ
ジ
ュ
ア
ン

（M
ich
el D

A
N
T
I-JU

A
N

）
教
授
の
「
不
可
抗
力
（F
o
rce m

a
-

jeu
re

）」
と
題
す
る
論
稿
で
あ
る１

）。
ダ
ン
テ
ィ
ジ
ュ
ア
ン
氏
は
、
ポ

ワ
チ
エ
大
学
法
学
部
教
授
で
、
同
大
学
の
刑
事
科
学
研
究
所
（In

-

stitu
t d
e scien

ces crim
in
elles

）
の
所
長
も
務
め
て
い
る２

）。

本
論
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
不
可
抗
力

の
類
型
を
示
し
、
類
似
概
念
と
の
区
別
を
行
っ
た
上
で
、
不
可
抗
力

の
各
要
件
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
可
抗
力
な
い
し
強
制
概
念
は
、
わ
が
国
と

は
異
な
り
、
き
わ
め
て
広
い
射
程
を
有
し
て
い
る
。
わ
が
国
で
強
制

と
い
え
ば
、
脅
迫
等
に
よ
っ
て
犯
罪
の
実
行
が
強
要
さ
れ
る
事
例
を

中
心
に
、
被
強
要
者
に
お
け
る
緊
急
避
難
の
成
否
に
つ
い
て
論
じ
ら

れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
不
可
抗
力

な
い
し
強
制
の
理
論
は
、
わ
が
国
で
い
う
行
為
者
標
準
の
期
待
可
能

性
論
に
相
応
す
る
領
域
を
対
象
と
す
る
。

本
論
稿
で
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
法
典
か
ら
現
行
刑
法
典
へ
の
移
行

が
判
例
・
学
説
に
与
え
た
影
響
を
踏
ま
え
つ
つ
、
不
可
抗
力
を
め
ぐ

る
現
在
の
到
達
点
が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
わ
が

国
で
緊
急
避
難
論
や
期
待
可
能
性
論
を
検
討
す
る
際
に
き
わ
め
て
有

益
な
示
唆
を
も
た
ら
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
本
論
稿
の
内
容
を
要
約
し
て
紹
介
す
る
。

序
論
（G

en
era

lites

）

実
体
法
的
側
面
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
不
可
抗
力
は
、
刑
法
典
の
二

つ
の
規
定
に
現
れ
る
。
ま
ず
第
一
が
、

不
可
抗
力
の
場
合
、
違
警

罪
は
成
立
し
な
い
」
と
す
る
、
刑
法
一
二
一

三
条
四
項
で
あ
る
。

違
警
罪
のfa

u
te

の
特
殊
性
を
強
調
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
の

規
定
は
、
実
際
に
は
、
判
例
の
承
認
に
す
ぎ
な
い
（
破
毀
院
刑
事
部

一
九
二
六
年
五
月
一
六
日
判
決
）。
そ
こ
で
援
用
さ
れ
る
不
可
抗
力

は
、
行
為
者
の
意
思
や
意
図
よ
り
も
上
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
、
強

制
に
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（C

.
L
O
M
B
O
IS

）。
不
可

抗
力
は
、
か
く
し
て
、
違
警
罪
のfa

u
te

を
特
徴
づ
け
る
推
定
が
反

証
を
許
さ
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
黙
示
的
に
強
調
し
て
い
る

（G
.
V
E
R
M
E
L
L
E

）。
そ
の
意
図
は
賞
賛
に
値
す
る
が
、
や
り
方

は
不
器
用
で
あ
る
。
多
く
の
刑
法
学
者
が
承
認
し
て
い
る
よ
う
に
、
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正
当
化
事
由
（
正
当
防
衛
、
法
律
の
命
令
、
緊
急
避
難
）
は
違
警
罪

の
行
為
者
か
ら
も
刑
事
責
任
を
排
除
し
（B

.
B
O
U
L
O
C

）、
不
可

抗
力
も
重
罪
で
あ
れ
、
軽
罪
で
あ
れ
、
違
警
罪
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る

犯
罪
の
刑
事
責
任
を
排
除
す
る
（M

.-L
.
R
A
S
S
A
T

）
と
い
う
観

点
を
、
こ
の
定
式
は
実
際
、
失
わ
せ
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
定

式
は
、
従
っ
て
、
排
他
性
の
表
現
と
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

（Y
.
M
A
Y
A
U
D

）。

第
二
に
、
一
二
二

二
条
は
、

抵
抗
で
き
な
い
力
ま
た
は
強
制
の

支
配
下
で
行
動
し
た
者
は
、
刑
事
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
規
定
す
る
。

一
九
九
三
年
五
月
一
四
日
の
通
達
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
規
定

は
旧
刑
法
六
四
条
が
強
制
に
与
え
た
定
義
と
同
じ
も
の
を
採
用
し
て

お
り
（
こ
の
点
は
あ
ま
り
正
確
で
は
な
い
）、
特
別
な
考
察
を
必
要

と
す
る
も
の
で
は
な
い
（
こ
の
点
は
誤
り
で
あ
る
）
と
述
べ
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
る
問
題
に
関
す
る
立
法
者
の

保
守
主
義
を
正
当
に
も
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

古
典
的
に
、
不
可
抗
力
は
、

債
務
者
ま
た
は
損
害
行
為
者
の
外

部
に
あ
る
事
由
（
自
然
力
、
第
三
者
の
行
為
、
君
主
の
行
為
）
か
ら

生
じ
、
彼
の
債
務
を
免
除
し
ま
た
は
責
任
を
阻
却
す
る
、
予
見
不
可

能
か
つ
抗
拒
不
能
な
事
象
」

G
.C
O
R
N
U

）
と
定
義
さ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
法
律
的
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る

の
は
一
般
的
定
義
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
こ
か
ら
、
損
害
行
為
ま
た

は
債
務
不
履
行
が
処
罰
規
定
の
違
反
と
一
致
す
る
枠
内
で
、
特
殊
刑

法
的
な
シ
ナ
リ
オ
を
抜
き
出
す
の
が
適
当
で
あ
る
。
以
下
で
力
説
す

る
理
由
か
ら
、
こ
の
シ
ナ
リ
オ
は
、
一
般
に
、
強
制
と
呼
ば
れ
る
。

即
ち
、
強
制
は
、

他
に
行
動
す
る
自
由
を
奪
わ
れ
て
犯
罪
を
実
行

し
た
者
の
置
か
れ
た
状
態
」

J.-H
.
R
O
B
E
R
T

）、
ま
た
は
、
意
思

も
し
く
は
行
為
の
制
御
を
排
す
る
こ
と
で
、
行
為
者
の
自
由
を
消
滅

さ
せ
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
か
ら
生
じ
る
状
態
（P

h
.
C
O
N
T
E
＝
P
.

M
A
IS
T
R
E D

U
 
C
H
A
M
B
O
N

）
を
意
味
す
る
。
よ
り
精
確
に
は
、

こ
こ
で
不
可
抗
力
は
、
行
為
者
の
身
体
ま
た
は
精
神
に
作
用
し
、
行

為
者
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
選
択
の
自
由
を
消
滅
さ
せ
、
彼
が
義
務
を

実
行
す
る
の
を
妨
げ
ま
た
は
彼
が
非
難
さ
れ
る
行
為
を
実
行
す
る
こ

と
を
余
儀
な
く
す
る
強
制
と
し
て
定
義
さ
れ
よ
う
。
従
っ
て
、
一
二

二

二
条
を
通
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
立
法
者
は
、
抗
拒
不
能
な
強
制

ま
た
は
力
が
刑
事
責
任
を
阻
却
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と

い
え
る
。
こ
の
用
語
の
競
合
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
、
い
く
つ
か
の

詳
述
が
必
要
で
あ
る
。

被
告
人
が
（
…
）
抵
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
力
に
よ
っ
て
強

制
さ
れ
た
場
合
」、
重
罪
も
軽
罪
も
成
立
し
な
い
と
示
す
こ
と
で
、

旧
刑
法
六
四
条
は
、
既
に
、
同
規
定
が
記
述
す
る
帰
責
不
能
事
由
の

名
称
に
お
い
て
、
二
元
論
的
用
語
法
の
使
用
に
好
都
合
な
文
言
を
用

い
て
い
た
。
と
は
い
え
、
精
神
的
ま
た
は
心
理
的
強
制
は
不
可
抗
力
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と
い
う
文
言
に
は
包
含
さ
れ
え
な
い
た
め
、
民
法
学
者
の
用
語
法
は
、

強
制
が
物
理
的
手
段
に
よ
っ
て
作
用
す
る
場
合
に
し
か
、
強
制
を
示

す
た
め
に
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
学
説
は
考
え
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
判
例
は
、
同
種
の
事
象
を
示
す
た
め
に
、
強
制

ま
た
は
不
可
抗
力
と
い
う
文
言
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
用
い
（
例
え

ば
、
不
可
抗
力
の
語
の
使
用
に
つ
い
て
、
破
毀
院
刑
事
部
一
九
七
〇

年
四
月
一
一
日
判
決
、
及
び
、
同
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
一
日
判
決
、

強
制
の
語
の
使
用
に
つ
い
て
、
破
毀
院
一
九
七
四
年
五
月
八
日
判

決
）、
ま
た
、
心
理
的
強
制
に
属
す
る
事
情
に
関
し
て
不
可
抗
力
と

す
ら
語
っ
て
お
り
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
四
八
年
一
二
月
二
九
日
判

決
）、
そ
れ
ほ
ど
厳
格
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な

不
精
確
さ
に
直
面
し
て
、
学
説
は
、
頻
繁
に
、
用
語
法
の
厳
密
さ
の

欠
如
を
強
調
し
た
。

力
ま
た
は
強
制
」
の
支
配
下
で
行
動
し
た
者
に
つ
い
て
語
る
こ

と
で
、
一
二
二

二
条
は
、
今
日
、
強
制
を
力
に
同
調
さ
せ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
者
は
、
実
際
、
そ
れ
以
来
、
後
者
と
同
じ
資

格
で
、
実
詞
と
し
て
現
れ
る
。
国
会
議
員
の
中
に
は
、
そ
こ
に
は
冗

長
の
要
素
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
者
も
い
た
（J.

T
O
U
B
O
N

）。
こ
れ
に
は
、
力
は
一
般
的
に
物
理
的
で
あ
り
、
強

制
は
心
理
的
で
あ
り
う
る
と
回
答
さ
れ
た
（P

.
M
A
R
C
H
A
N
D

）。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
論
拠
は
あ
ま
り
に
も
古
く
な
っ
た
よ
う
に
見

え
る
。
二
つ
の
文
言
は
、
実
務
上
同
一
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
力

は
、
実
際
、
脅
迫
及
び
威
嚇
と
無
関
係
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
力
は

心
理
的
で
あ
り
う
る
。
同
じ
資
格
で
、
さ
ら
に
、
強
制
は
物
理
的
で

あ
り
う
る
。
従
っ
て
、
学
説
が
、
二
つ
の
文
言
の
内
一
つ
の
み
で
十

分
で
あ
る
と
考
え
る
ほ
ど
に
（J.

P
R
A
D
E
L

）、
二
つ
の
文
言
を
互

換
性
の
あ
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
驚
く
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
（
例
え
ば
、E

.
D
R
E
Y
E
R
;
J.
L
A
R
G
U
IE
R
;
P
h
.
C
O
N
T
E
＝

J.
L
E
R
O
Y

）。
そ
し
て
、
上
述
の
こ
と
か
ら
、
刑
法
に
関
し
て
、

強
制
と
不
可
抗
力
の
文
言
は
、
同
義
と
み
な
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と

が
支
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（J.

L
E
R
O
Y

）。
こ
の
こ
と
は
、
し
か

し
な
が
ら
、
刑
事
に
関
し
て
こ
れ
ら
の
表
現
に
与
え
ら
れ
た
意
味
が
、

民
法
上
の
不
可
抗
力
が
受
け
る
意
味
と
忠
実
に
対
応
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
実
際
、
不
可
抗
力
の
概
念
及
び
不
可
抗
力

の
要
件
と
い
っ
た
、
一
義
的
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
の
方

が
重
要
で
あ
る
。

Ⅰ.
｜
不
可
抗
力
の
概
念

刑
法
一
二
二

二
条
の
意
味
に
お
け
る
不
可
抗
力
概
念
の
研
究
は
、

一
方
で
、
そ
こ
か
ら
主
要
な
形
態
を
引
き
出
す
こ
と
、
他
方
で
、
多

く
の
共
通
点
を
有
す
る
類
似
概
念
と
こ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
、
最
後

に
、
そ
の
効
果
を
検
討
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
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1.
｜
不
可
抗
力
の
形
態

一
二
二

二
条
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
力
ま
た
は
強
制
が
呈
し
う

る
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
は
、
一
方
で
、
力
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
人
の

観
点
か
ら
、
他
方
で
、
強
制
の
源
に
関
し
て
、
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

A.
｜
力
ま
た
は
強
制
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
者
に
基
づ
く
区
別

一
二
二

二
条
の
い
う
抗
拒
不
能
な
力
ま
た
は
強
制
は
、
明
ら
か

に
、
人
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
九
四
年
刑
法
典

が
団
体
の
責
任
を
承
認
し
て
い
る
以
上
、
強
制
は
、
自
然
人
と
同
様

に
法
人
に
つ
い
て
も
考
え
ら
れ
る
の
か
。
そ
し
て
、
自
然
人
に
限
っ

て
み
て
も
、
強
制
は
、
事
例
に
よ
っ
て
、
行
為
者
の
身
体
ま
た
は
そ

の
心
理
に
作
用
し
え
な
い
の
か
。

1°

法
人
ま
た
は
自
然
人

旧
刑
法
六
四
条
が
自
然
人
の
み
の
た
め
に
起
草
さ
れ
た
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。
今
日
で
も
、
自
然
人
が
一
二
二

二
条
に
よ
っ
て
定
義

さ
れ
る
帰
責
不
能
事
由
の
主
た
る
受
益
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
間

違
い
な
く
肯
定
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
法
典
の
起
草
者
は
、
今
後
、

団
体
の
刑
事
責
任
を
承
認
す
る
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
、

相
関
的
に
、
団
体
が
同
様
に
、
こ
の
同
じ
法
典
に
お
い
て
、
無
答
責

事
由
ま
た
は
責
任
軽
減
事
由
の
規
定
（
刑
法
一
二
二

一
条
な
い
し

一
二
二

八
条
）
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
提

起
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
内
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
は
団
体
に
移
し
替

え
る
の
が
困
難
に
思
わ
れ
る
が
（
法
人
が
精
神
ま
た
は
神
経
の
障
害

を
被
り
う
る
の
か

）、
逆
に
、
強
制
に
つ
い
て
は
、
こ
の
操
作
は

完
全
に
想
定
可
能
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
判
例
は
、
自
然
人
に
対
す

る
の
と
同
様
厳
格
な
態
度
を
と
る
で
あ
ろ
う
が
、
一
二
二

二
条
の

法
人
へ
の
適
用
と
い
う
原
理
そ
の
も
の
が
激
し
く
論
難
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
論
者
ら
は
、
さ
ら
に
、
既
に
そ
れ

に
対
応
す
る
シ
ナ
リ
オ
を
描
い
た
。
即
ち
、
犯
罪
が
会
社
グ
ル
ー
プ

内
で
親
会
社
に
対
し
て
経
済
的
に
依
存
し
た
状
況
に
あ
る
子
会
社
に

よ
っ
て
行
わ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
当
該
会
社
グ
ル
ー
プ
は
容
易
に
そ

の
舞
台
を
構
成
し
う
る
と
（R

.H
ID
A
L
G
O
＝
G
.S
A
L
O
M
O
N
＝

P
.
M
O
R
V
A
N

）。

2°

物
理
的
強
制
ま
た
は
心
理
的
強
制

不
可
抗
力
の
概
念
は
、
伝
統
的
に
、
物
理
的
手
段
に
よ
っ
て
作
用

す
る
力
の
呼
称
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
、
そ
の
表
現
は
、

行
為
者
の
身
体
ま
た
は
そ
の
心
理
に
作
用
す
る
強
制
を
区
別
な
く
包

含
し
う
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
う
る
。
前
者
が
物
理
的
強
制
、
後
者
が

心
理
的
強
制
と
呼
ば
れ
る
。
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・
行
為
者
の
身
体
に
作
用
す
る
力
ま
た
は
強
制：

物
理
的
強
制

刑
法
一
二
二

二
条
の
意
味
に
お
け
る
不
可
抗
力
は
、
た
い
て
い

の
場
合
、
被
告
人
に
犯
罪
の
実
行
を
余
儀
な
く
す
る
自
然
的
状
況
に

対
応
し
て
い
る
。
嵐
に
よ
っ
て
海
岸
に
流
れ
着
い
た
追
放
者
、
ま
た

は
、
暴
風
雨
の
中
、
む
な
し
く
も
灯
火
の
維
持
を
試
み
る
御
者
（
破

毀
院
刑
事
部
一
八
六
一
年
二
月
二
八
日
判
決
）
の
古
典
的
例
に
、
公

道
上
の
土
壌
の
堆
積
及
び
そ
れ
に
よ
る
公
道
の
閉
塞
を
も
た
ら
す
激

し
い
降
水
（
破
毀
院
一
八
八
一
年
七
月
二
八
日
判
決
）
の
例
、
及
び
、

雨
氷
の
プ
レ
ー
ト
で
自
車
が
ス
リ
ッ
プ
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
第
三
者

に
傷
害
を
も
た
ら
し
た
自
動
車
運
転
者
（
破
毀
院
一
九
七
〇
年
四
月

一
一
日
判
決
、
及
び
、
同
一
九
七
八
年
一
二
月
一
八
日
判
決
）
の
例

を
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

物
理
的
強
制
は
、
動
物
の
行
為
か
ら
も
生
じ
う
る
。
例
え
ば
、
霧

で
家
畜
が
は
ぐ
れ
た
場
合
（G
ren

o
b
le

控
訴
院
一
八
八
三
年
三
月

七
日
判
決
）、
羊
飼
い
は
森
林
犯
罪
に
問
わ
れ
え
ず
、
ま
た
、
狼
に

追
わ
れ
て
恐
怖
に
駆
ら
れ
て
家
畜
が
逃
げ
出
し
た
場
合
（
破
毀
院
刑

事
部
一
八
〇
八
年
四
月
一
日
判
決
）
も
同
様
で
あ
る
。

人
間
の
行
為
も
、
不
可
抗
力
の
原
因
と
な
り
う
る
。
例
え
ば
、
破

毀
院
刑
事
部
は
、
窃
取
さ
れ
た
た
め
に
一
定
量
の
煙
草
を
当
局
に
提

出
し
な
か
っ
た
窃
盗
被
害
者
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
四
七
年
一
一
月

六
日
判
決
）
に
対
し
て
、
ま
た
、
集
団
内
で
完
全
に
操
作
の
自
由
を

失
い
、
警
備
に
当
た
っ
て
い
た
警
察
官
を
轢
き
、
致
命
傷
を
負
わ
せ

た
自
転
車
競
争
選
手
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
五
七
年
一
月
五
日
判

決
）
に
対
し
て
、
物
理
的
強
制
を
肯
定
し
た
。

最
後
に
、
不
可
抗
力
は
、
公
権
力
の
行
為
か
ら
も
生
じ
う
る
。
例

え
ば
、
勾
留
さ
れ
た
者
が
そ
の
勾
留
の
故
に
軍
当
局
の
招
集
に
従
え

な
か
っ
た
場
合
（P

a
ris

適
性
審
査
委
員
会
一
八
九
九
年
三
月
二
三

日
決
定
）
が
こ
れ
に
当
た
る
。

・
行
為
者
の
心
理
に
作
用
す
る
力
ま
た
は
強
制：

心
理
的
強
制

心
理
的
強
制
は
、
意
思
に
作
用
し
、
行
為
者
の
自
由
か
つ
完
全
な

決
定
能
力
を
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
心
理
的
強
制
は
、
古
法
に
お

い
て
、
刑
事
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
と
し
て
は
承
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、

単
に
場
合
に
よ
っ
て
は
こ
れ
を
軽
減
し
う
る
事
由
と
し
て
の
み
承
認

さ
れ
て
い
た
（A

.
L
A
IN
G
U
I ＝
A
.
L
E
B
IG
R
E

）。
後
に
、
旧
刑

法
六
四
条
が
一
般
的
な
文
言
を
用
い
た
こ
と
か
ら
、
徐
々
に
、
被
告

人
の
選
択
の
自
由
を
完
全
に
消
滅
さ
せ
る
よ
う
な
恐
怖
ま
た
は
脅
迫

が
も
た
ら
す
状
況
の
援
用
が
責
任
を
阻
却
す
る
も
の
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
判
例
が
、
こ
こ
で
き

わ
め
て
厳
格
な
態
度
を
示
し
て
お
り
、
心
理
的
強
制
の
原
理
及
び
性

格
を
提
示
す
る
多
く
の
判
決
が
、
概
し
て
、
当
該
事
実
が
要
件
を
充

た
さ
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
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る
（
例
え
ば
、
破
毀
院
刑
事
部
一
九
二
六
年
六
月
一
一
日
判
決
、
ま

た
は
、C

o
lm
a
r

控
訴
院
一
九
八
七
年
一
二
月
八
日
判
決
）。

か
く
し
て
、
心
理
的
強
制
の
存
在
を
承
認
す
る
判
決
は
、
比
較
的

稀
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
人
ら
に
追
求
さ
れ
抑
留
の
脅
迫
を
受

け
た
者
が
偽
の
身
分
証
明
書
を
用
い
た
場
合
に
、
心
理
的
強
制
が
存

す
る
と
判
示
さ
れ
た
（P

a
ris

控
訴
院
一
九
四
四
年
一
〇
月
五
日
判

決
、
及
び
、
同
一
九
四
五
年
一
月
五
日
判
決
）。
子
供
の
父
親
が
宿

泊
さ
せ
る
権
利
（d

ro
it d

’h
eb
erg

em
en
t

）
を
利
用
し
て
特
別
な

医
学
的
監
視
の
必
要
な
子
供
を
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
に
連
れ
て
行
く
の
で

は
な
い
か
と
恐
れ
て
、
子
供
の
引
き
渡
し
拒
否
罪
で
訴
追
さ
れ
た
祖

父
母
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
解
決
が
図
ら
れ
た
（D

ijo
n

控
訴
院
一

九
八
四
年
一
二
月
一
九
日
判
決
）。
ま
た
、
殺
人
未
遂
で
拘
禁
さ
れ

て
い
る
父
親
の
と
こ
ろ
へ
子
供
を
連
れ
て
行
く
の
を
拒
否
し
て
、
面

会
権
の
行
使
を
妨
げ
た
母
親
も
同
様
で
あ
る
（A

g
en

軽
罪
裁
判
所

一
九
八
五
年
五
月
二
二
日
判
決
）。

B.
｜
力
ま
た
は
強
制
の
源
に
基
づ
く
区
別

物
理
的
強
制
ま
た
は
心
理
的
強
制
は
二
種
の
源
を
も
ち
う
る
。
一

方
で
、
強
制
は
、
被
告
人
と
全
く
無
関
係
な
要
素
ま
た
は
要
因
か
ら

生
じ
る
。
こ
れ
は
外
部
的
強
制
と
呼
ば
れ
る
。
他
方
で
、
強
制
は
、

行
為
者
自
身
の
事
象
と
い
う
べ
き
状
況
と
結
び
つ
き
う
る
。
こ
ち
ら

は
内
部
的
強
制
が
問
題
と
な
る
。

外
部
的
強
制
ま
た
は
不
可
抗
力
は
、
従
っ
て
、
被
告
人
と
無
関
係

の
状
況
か
ら
生
じ
、
そ
れ
は
物
理
的
で
あ
り
う
る
し
、
心
理
的
で
あ

り
う
る
。
逆
に
、
内
部
的
強
制
は
、
躊
躇
い
を
も
っ
て
、
か
つ
、
非

常
に
不
完
全
に
し
か
肯
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
実
際
、
内
部
的
物
理
的

強
制
の
み
が
責
任
阻
却
効
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
内
部
的
心
理
的
強

制
は
通
常
、
判
例
に
よ
っ
て
斥
け
ら
れ
た
。

2.
｜
類
似
概
念
と
の
区
別

強
制
の
正
確
な
法
律
上
の
擬
律
を
め
ぐ
っ
て
、
一
定
の
混
同
が
長

い
間
支
配
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
古
法
の
裁
判
官
は
、
責
任

阻
却
事
由
を
き
わ
め
て
実
用
主
義
的
に
、
そ
し
て
、
分
類
を
予
め
決

め
る
こ
と
な
く
認
識
し
て
い
た
と
す
る
記
述
が
、
歴
史
家
の
文
献
に

散
見
さ
れ
る
（
例
え
ば
、J.-M

.
C
A
R
B
A
S
S
E

）。
同
様
に
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
破
毀
院
刑
事
部
の
い
く
つ
か
の
判
決
が
、

明
証
に
反
し
て
、
強
制
を
正
当
化
事
由
（fa

it ju
stifica

tif

）

破

毀
院
刑
事
部
一
九
五
九
年
一
一
月
一
二
日
判
決
）
と
し
、
有
責
性
阻

却
事
由
（ca

u
se d

e n
o
n
-cu
lp
a
b
ilite

）

破
毀
院
刑
事
部
一
九
七

一
年
六
月
一
六
日
判
決
）
と
し
、
さ
ら
に
は
、
宥
恕
（ex

cu
se

）

破
毀
院
刑
事
部
一
九
八
三
年
一
〇
月
三
一
日
判
決
）
と
す
る
こ
と

で
、
こ
の
混
同
を
維
持
す
る
の
に
貢
献
し
た
こ
と
で
あ
る
。
刑
法
一
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二
二

二
条
の
不
可
抗
力
は
、
実
際
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
は
、
主
観
的
刑
事
無
答
責
事
由
（ca

u
se su

b
jectiv

e d
’irres-

p
o
n
sa
b
ilite

p
en
a
le

）、
よ
り
精
確
に
は
、
帰
責
不
能
事
由

（ca
u
se d

e n
o
n
-im

p
u
ta
b
ilite

）
で
あ
る
。
強
制
は
、
そ
の
資
格

で
、
三
つ
の
類
似
概
念
、
即
ち
、
精
神
障
害
、
緊
急
避
難
、
及
び
、

民
法
上
の
不
可
抗
力
と
明
瞭
に
区
別
さ
れ
う
る
。

A.
｜
不
可
抗
力
と
精
神
的
な
い
し
神
経
的
障
害
と
の
区
別

ま
ず
、
一
二
二

二
条
の
力
ま
た
は
強
制
は
、
一
二
二

一
条
に

従
っ
て
被
告
人
の
責
任
を
阻
却
す
る
精
神
ま
た
は
神
経
の
障
害
と
混

同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
三
つ
の
要
素
が
、
こ
の

両
概
念
の
接
近
に
と
っ
て
有
利
に
作
用
す
る
。
第
一
に
、
こ
の
両
者

は
、
犯
罪
を
消
滅
さ
せ
な
い
が
単
に
そ
の
帰
責
を
妨
げ
る
、
帰
責
不

能
事
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
一
二
二

一
条
と

一
二
二

二
条
は
、
旧
刑
法
六
四
条
と
い
う
共
通
の
祖
先
か
ら
生
じ

て
い
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
三
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
一

定
の
場
合
、
精
神
障
害
と
強
制
は
重
な
り
合
い
、
さ
ら
に
、
混
同
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
絶
対
的
に
制
御
不
能
で
か
つ

抗
拒
不
能
な
反
射
ま
た
は
欲
動
の
支
配
下
で
行
動
す
る
者
の
場
合
、

内
部
的
心
理
的
強
制
と
精
神
障
害
が
同
時
に
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
必
然
的
に
、
こ
の
帰
責
不
能
事
由
の
競
合
に
よ
っ
て
、

内
部
的
心
理
的
強
制
の
無
効
を
取
り
繕
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
接
近
の
要
素
も
両
者
の
本
質
的
差
異

を
覆
い
隠
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
精
神
障
害
の
場
合
、
不

処
罰
は
、
実
際
、
自
己
の
行
為
の
認
識
す
ら
な
い
（
ま
た
は
、
も
は

や
そ
の
認
識
の
な
い
）
者
に
お
け
る
弁
識
能
力
の
消
失
に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
る
。
不
可
抗
力
で
は
、
弁
識
能
力
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
被

告
人
の
選
択
ま
た
は
操
縦
の
自
由
の
み
が
消
滅
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

B.
｜
不
可
抗
力
と
緊
急
避
難
と
の
区
別

不
可
抗
力
は
、

あ
る
者
が
現
在
ま
た
は
急
迫
し
た
危
険
を
回
避

す
る
た
め
に
犯
罪
を
実
行
す
る
場
合
」

J.
L
A
R
G
U
IE
R
＝
P
h
.

C
O
N
T
E
＝
P
.
M
A
IS
T
R
E D

U
 
C
H
A
M
B
O
N

）
で
あ
る
緊
急
避

難
と
慎
重
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
強
制
を
援
用

す
る
者
は
い
か
な
る
行
動
の
自
由
も
も
た
ず
に
犯
罪
を
実
行
し
た
の

に
対
し
、
緊
急
避
難
を
援
用
す
る
者
は
、
急
迫
し
た
危
難
の
実
現
か

ら
生
じ
う
る
で
あ
ろ
う
帰
結
よ
り
、
そ
の
帰
結
が
社
会
体
に
と
っ
て

よ
り
有
害
で
な
い
と
彼
に
見
え
た
犯
罪
の
実
行
を
選
択
し
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、

緊
急
避
難
に
お
い
て
、
行
為
者
は
選
択
す
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
強
制
に
お
い
て
、
行
為
者
は
被
る
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
」

A
.-C
.
D
A
N
A

）
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
こ
こ
で
も
、
両
概
念
の
接
近
は
あ
り
う
る
。
こ
の
接
近
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は
、
さ
ら
に
は
、
卓
越
し
た
論
者
に
よ
っ
て
も
強
調
さ
れ
た
（
例
え

ば
、M

.-E
.
C
A
R
T
IE
R

）。
危
難
が
真
に
急
迫
し
て
お
り
、
恐
る

べ
き
も
の
で
あ
る
場
合
（
火
災
、
爆
発
の
危
険
等
）、
選
択
の
観
念

は
、
あ
ま
り
に
も
形
の
上
だ
け
に
見
え
る
。
人
は
、
当
該
利
益
の
明

晰
か
つ
計
算
さ
れ
た
計
量
よ
り
も
反
射
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
過
去
に
お
い
て
、
裁
判
官
は
と
き

に
は
両
概
念
を
混
同
す
る
傾
向
が
あ
り
、
一
八
一
〇
年
法
の
緊
急
避

難
に
関
す
る
沈
黙
が
、
例
え
ば
、
自
分
の
子
供
に
食
べ
さ
せ
る
た
め

に
パ
ン
を
盗
取
す
る
（C

h
a
tea

u
-T
h
ierry

軽
罪
裁
判
所
一
八
九
八

年
三
月
四
日
判
決
参
照
）
と
い
っ
た
、
犯
罪
の
実
行
を
完
全
に
選
択

し
た
被
告
人
の
た
め
に
、
六
四
条
を
適
用
す
る
よ
う
裁
判
官
に
仕
向

け
た
の
で
あ
る
。
今
日
な
お
、
あ
る
論
者
ら
は
、
裁
判
官
が
緊
急
避

難
に
属
す
る
事
例
に
直
面
し
て
、
と
き
に
は
強
制
に
拠
っ
て
い
な
い

か
を
訝
っ
て
い
る
（
例
え
ば
、A

.
V
IT
U

）。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
接
近
に
よ
っ
て
、
両
概
念
を
明
確
に
区
別

す
る
性
質
の
違
い
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
強
制
は
、
実
際
、

行
為
者
の
み
に
対
し
て
犯
罪
の
帰
責
を
妨
げ
る
、
主
観
的
無
答
責
事

由
で
あ
る
。
緊
急
避
難
は
、
逆
に
、
当
該
行
動
を
正
当
化
し
、
こ
の

行
動
が
刑
法
上
の
擬
律
を
受
け
る
の
を
妨
げ
る
、
客
観
的
無
答
責
事

由
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
緊
急
避
難
は
、
行
為
の
外
見
上
の
犯
罪

性
を
消
滅
さ
せ
、
そ
れ
故
、
当
該
行
為
は
、
正
犯
者
に
対
し
て
も
共

犯
者
ま
た
は
共
同
正
犯
者
に
対
し
て
も
非
難
さ
れ
え
な
い
。
と
も
あ

れ
、
緊
急
避
難
に
固
有
の
規
定
を
割
り
当
て
た
一
九
九
四
年
刑
法
の

施
行
で
も
っ
て
、
両
概
念
を
混
同
す
る
危
険
は
後
退
す
る
。

C.
｜
刑
法
上
の
不
可
抗
力
と
民
法
上
の
不
可
抗
力
と
の
区
別

刑
法
一
二
二

二
条
の
意
味
に
お
け
る
力
ま
た
は
強
制
は
、
と
り

わ
け
民
法
一
一
四
八
条
を
通
し
て
、
民
法
上
の
不
可
抗
力
を
想
起
さ

せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
、
伝
統
的
に
、
ま
た
今
日
な
お
、

実
体
的
と
い
う
よ
り
は
形
式
的
に
学
説
を
二
分
す
る
問
題
が
重
要
で

あ
る
。
第
一
の
流
れ
は
、
両
概
念
の
非
常
に
明
瞭
な
区
別
に
結
び
つ

い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
と
り
わ
け
全
く
異
な
る
合
目
的
性
（
特

に
、
明
ら
か
に
帰
責
性
の
概
念
に
波
及
す
る
、
刑
法
の
教
化
的
、
矯

正
的
機
能：

例
え
ば
、M

.-L
.
R
A
S
S
A
T
;
B
.
B
O
U
L
O
C

）
を
強

調
す
る
。
第
二
の
流
れ
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
両
概
念
の
同
一
性
を

強
調
し
（H

.
B
A
U
D
R
Y
;
J.-C

.
S
O
Y
E
R

）、
慎
重
な
論
者
ら
は
、

そ
の
等
式
を
少
し
相
対
化
す
る
（
例
え
ば
、G

.
V
E
R
M
E
L
L
E

）。

実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
立
場
の
い
か
な
る
も
の
も
不
正
確
と
は

思
え
な
い
。
何
人
も
、
一
二
二

二
条
の
意
味
に
お
け
る
不
可
抗
力

と
民
法
学
者
の
用
語
の
意
味
に
お
け
る
不
可
抗
力
と
の
間
に
類
似
性

が
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、
何
人
も
、
当
該
責
任
が
帰

責
性
の
領
域
に
お
い
て
全
く
異
な
る
原
則
に
従
う
こ
と
も
ま
た
否
定
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し
な
い
。
そ
こ
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
単
に
、
不
可
抗
力
の
要
件
を

吟
味
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
場
合
、
強
制
は
、
刑
法
の
自
律
性
が

非
常
に
明
瞭
に
示
さ
れ
る
領
域
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

3.
｜
不
可
抗
力
の
効
果

こ
こ
で
、
刑
事
責
任
と
民
事
責
任
の
二
つ
の
観
点
か
ら
、
一
二
二

二
条
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
力
ま
た
は
強
制
の
効
果
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

A.
｜
刑
事
責
任
に
関
す
る
効
果

旧
刑
法
六
四
条
は
、

重
罪
も
軽
罪
も
成
立
し
な
い
」
と
規
定
し

て
お
り
、
違
警
罪
が
含
ま
れ
て
い
な
い
点
を
除
い
て
も
、
強
制
が
犯

罪
を
消
滅
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
と
誤
解
さ
せ
る
点
で
、
あ
ま
り
に

も
不
器
用
と
い
え
る
。
不
可
抗
力
は
、
実
際
、
強
制
さ
れ
た
者
の
責

任
を
消
滅
さ
せ
る
効
果
し
か
も
た
ず
、
行
為
者
に
対
す
る
重
罪
、
軽

罪
、
ま
た
は
、
違
警
罪
の
帰
責
を
不
能
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
（R

.

M
E
R
L
E
＝
A
.
V
IT
U
;
J.-P

.
D
O
U
C
E
T

）。
不
可
抗
力
は
自
由
意

思
の
消
失
の
結
果
で
あ
る
た
め
、
不
処
罰
は
、
選
択
ま
た
は
操
縦
の

自
由
が
消
失
し
た
者
に
の
み
及
び
、
こ
の
こ
と
は
、
不
可
抗
力
に

よ
っ
て
個
人
的
に
影
響
さ
れ
て
い
な
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
あ
り
う

る
共
犯
者
ま
た
は
共
同
正
犯
者
を
訴
追
し
有
罪
宣
告
を
す
る
可
能
性

を
残
す
（T
.
G
A
R
É
＝
C
.
G
IN
E
S
T
E
T

）。

一
二
二

二
条
の
起
草
は
、
こ
れ
ら
全
て
の
理
由
で
、
旧
刑
法
の

起
草
よ
り
満
足
の
い
く
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
強
制
の
効
果
は
、

そ
れ
以
来
、

…
の
者
は
刑
事
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
い
う
定
式
に

よ
っ
て
十
分
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
消
滅
す
る
の
は
、
被
強

制
者
の
責
任
で
あ
っ
て
、
彼
が
犯
し
た
犯
罪
で
は
な
い
。
か
く
し
て
、

犯
罪
の
他
の
関
与
者
に
対
す
る
責
任
は
存
続
す
る
。

補
足
す
る
と
す
れ
ば
、
彼
が
行
っ
た
の
と
は
異
な
る
よ
う
に
行
動

す
る
こ
と
が
絶
対
的
に
不
可
能
な
状
態
に
彼
を
置
い
た
諸
状
況
の
証

明
責
任
は
、
通
常
、
被
告
人
が
負
う
と
い
う
点
で
あ
る
。

B.
｜
民
事
責
任
に
関
す
る
効
果

一
九
六
八
年
一
月
三
日
の
法
律
六
八

五
号
以
来
、
精
神
障
害
の

支
配
下
で
損
害
を
惹
起
す
る
者
が
そ
れ
で
も
な
お
賠
償
責
任
を
負
う

（
民
法
四
八
九

二
条
）
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
一
二
二

一

条
一
項
で
規
定
さ
れ
る
精
神
ま
た
は
神
経
の
障
害
は
、
従
っ
て
、
被

告
人
か
ら
あ
ら
ゆ
る
刑
事
責
任
を
排
除
す
る
が
、
彼
の
賠
償
義
務
は

残
す
の
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
特
性
及
び
利
益
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
解
決
が
強
制
の
場
合
に
移
し
替
え
ら
れ
る

こ
と
も
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

れ
は
全
く
も
っ
て
真
実
で
は
な
い
。
一
二
二

二
条
の
意
味
に
お
け
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る
力
ま
た
は
不
可
抗
力
は
、
刑
事
責
任
の
み
な
ら
ず
、
民
事
責
任
も

消
滅
さ
せ
る
。

こ
の
状
況
は
、
そ
こ
に
衡
平
の
欠
如
（M

.-E
.
C
A
R
T
IE
R

）
や

法
理
論
的
に
疑
わ
し
い
解
決
（M

.-L
.
R
A
S
S
A
T

）
を
見
い
だ
す

学
説
に
よ
っ
て
、
正
当
な
理
由
を
も
っ
て
し
ば
し
ば
批
判
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
指
摘
の
射
程
は
二
重
に
相
対
化
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
一
方
で
、
交
通
事
故
（
刑
法
二
二
一

六

一
条
及
び
二
二

二

一
九

一
条
）
に
起
因
す
る
損
害
の
賠
償
に
関
し
て
、
被
害
者
は
、

い
か
な
る
場
合
も
、
不
可
抗
力
を
理
由
と
し
て
自
動
車
運
転
者
ま
た

は
車
両
の
保
有
者
に
よ
っ
て
対
抗
さ
れ
え
な
い
（
一
九
八
五
年
七
月

五
日
の
法
律
八
五

六
七
七
号
二
条
）。
他
方
で
、
そ
の
他
の
場
合
に
、

一
二
二

二
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
強
制
が
行
為
者
の
民
事
責
任

を
消
滅
さ
せ
る
の
は
、
そ
れ
が
同
時
に
民
法
上
の
不
可
抗
力
の
事
例

を
構
成
す
る
場
合
、
即
ち
、
強
制
が
外
部
的
で
、
予
見
不
可
能
で
、

か
つ
、
抗
拒
不
能
な
場
合
の
み
で
あ
る
（P

h
.
M
A
L
A
U
R
IE
＝
L
.

A
Y
N
È
S
＝
P
h
.
S
T
O
F
F
E
L
-M
U
N
C
K

）。

Ⅱ.
｜
不
可
抗
力
の
要
件

一
二
二

二
条
に
よ
れ
ば
、

抵
抗
で
き
な
い
力
ま
た
は
強
制
の
支

配
下
で
行
動
し
た
者
は
刑
事
責
任
を
負
わ
な
い
」
。
こ
の
文
言
は
、

抵
抗
で
き
な
い
力
に
言
及
す
る
旧
刑
法
六
四
条
の
文
言
を
部
分
的
に

再
び
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
立
法
者
は
、
決

し
て
、
強
制
の
成
立
要
件
と
し
て
抗
拒
不
能
性
以
外
の
も
の
を
要
求

し
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
起
草
の
連
続
性
に
よ
っ
て
、

他
の
二
つ
の
要
件
、
即
ち
、
外
部
性
及
び
予
見
不
可
能
性
が
充
た
さ

れ
る
こ
と
を
長
き
に
わ
た
っ
て
率
先
し
て
要
求
し
た
判
例
（
破
毀
院

刑
事
部
一
九
二
一
年
一
月
二
九
日
判
決
）
を
暗
に
否
認
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
擬
態
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
理
由
で
、

き
わ
め
て
相
対
的
に
と
ど
ま
る
。
一
方
で
、
民
法
上
の
不
可
抗
力
の

要
件
を
強
制
に
借
用
す
る
こ
と
で
、
当
該
問
題
が
全
く
異
な
る
原
理

及
び
原
則
の
指
導
下
で
解
決
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
お
ざ
り
に
さ

れ
て
は
な
ら
な
い
。
刑
法
上
のfa

u
te

の
帰
責
性
は
、
道
義
的
内
包

の
浸
透
し
た
も
の
で
あ
り
、
個
別
化
の
要
請
に
従
う
も
の
で
あ
る
。

行
動
が
抽
象
的
に
、
即
ち
、
所
与
の
状
況
に
お
け
る
通
常
の
態
度
に

照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
民
法
は
、
こ
の
個
別
化
の
要
請
に
関
心
を
払

わ
な
い
（M

.-L
.
R
A
S
S
A
T

）。
他
方
で
、
民
法
上
の
不
可
抗
力
の

一
般
的
条
件
に
よ
る
の
は
、
主
と
し
て
、
い
か
な
る
態
様
の
も
の
で

あ
れ
、fa

u
te

の
あ
る
者
が
強
制
の
恩
恵
を
請
求
し
え
な
い
よ
う
に

す
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
観
念
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

確
か
に
、
抗
拒
不
能
性
は
、
異
論
の
余
地
の
な
い
、
非
常
に
厳
格
に

評
価
さ
れ
る
強
制
の
要
件
で
あ
る
が
、
外
部
性
は
、
そ
の
要
求
が
大
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い
に
揺
れ
動
く
も
の
で
あ
り
、
予
見
不
可
能
性
は
、
学
説
に
お
い
て

激
烈
な
議
論
を
巻
き
起
こ
す
も
の
と
な
り
う
る
。

1.
｜
確
定
的
な
要
件：

抗
拒
不
能
性

十
分
に
確
立
さ
れ
、
法
文
の
根
拠
（
旧
刑
法
六
四
条
、
及
び
、
刑

法
一
二
二

二
条
）
を
有
す
る
判
例
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
は
、

法
律

に
従
う
こ
と
が
絶
対
的
に
不
可
能
な
」
状
態
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
〇
〇
年
一
二
月
二
八
日
判
決
、
及
び
、
同
一

九
三
六
年
二
月
八
日
判
決
）。
こ
の
要
求
は
、fa

u
te

が
援
用
さ
れ

る
限
り
で
、
不
処
罰
の
恩
恵
に
浴
そ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
願
望
を
明

確
に
排
除
す
る
（
破
毀
院
刑
事
部
二
〇
〇
三
年
一
月
二
一
日
判
決
）。

他
方
、
こ
の
要
求
は
、
抗
拒
不
能
な
力
を
前
提
と
し
な
い
緊
急
避
難

と
の
あ
ら
ゆ
る
差
異
を
強
調
す
る
。

こ
の
要
件
の
評
価
に
お
い
て
、
判
例
は
常
に
き
わ
め
て
厳
格
な
態

度
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般

的
に
、
裁
判
官
は
、
抗
拒
不
能
性
を
抽
象
的
に
、
即
ち
、
民
事
判
例

が
行
う
よ
う
に
、
客
観
的
モ
デ
ル
に
照
ら
し
て
評
価
す
る
。
こ
の
や

り
方
は
、
概
し
て
、
学
説
の
批
判
を
引
き
起
こ
す
（
例
え
ば
、J.

P
R
A
D
E
L
;
B
.
B
O
U
L
O
C

）。
彼
ら
の
批
判
は
賛
同
さ
れ
う
る
。

と
い
う
の
も
、
確
か
に
、
一
二
二

二
条
は
力
ま
た
は
強
制
の
抗
拒

不
能
性
を
要
求
し
て
い
る
が
、
同
条
は
、
こ
の
力
ま
た
は
こ
の
強
制

に
「
そ
の
者
が
（
…
）
抵
抗
で
き
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
を
精
確

に
示
し
て
い
る
。
こ
の
明
記
は
、
裁
判
官
を
む
し
ろ
具
体
的
に
、
即

ち
、
行
為
者
の
実
際
の
能
力
に
従
っ
て
評
価
す
る
よ
う
仕
向
け
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
判
例
は
、
法
律
に
従
う
こ
と
の
相

対
的
不
可
能
性
を
お
よ
そ
排
斥
し
、
し
ば
し
ば
英
雄
的
行
動
と
非
常

に
近
い
レ
ベ
ル
ま
で
要
求
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
指
摘
は
、
物

理
的
強
制
よ
り
も
心
理
的
強
制
に
よ
り
よ
く
当
て
は
ま
る
。

A.
｜
抗
拒
不
能
性
と
物
理
的
強
制

判
例
が
最
も
一
徹
な
態
度
を
示
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
無
国
籍

の
被
追
放
者
に
対
す
る
国
外
退
去
に
つ
い
て
で
あ
る
。
国
外
追
放
命

令
違
反
で
訴
追
さ
れ
、
全
て
の
隣
国
政
府
に
よ
っ
て
入
国
を
拒
否
さ

れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
者
を
前
に
し
て
、
破
毀
院
刑

事
部
は
、
被
告
人
が
世
界
中
の
い
か
な
る
国
も
受
入
を
承
認
し
な

か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
な
い
限
り
、
法
律
に
従
う
こ
と
の
絶
対
的
不

可
能
性
の
証
明
を
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
（
破
毀
院

刑
事
部
一
九
三
六
年
二
月
八
日
判
決
、
同
一
九
三
六
年
五
月
一
日
判

決
、
同
一
九
四
一
年
五
月
二
一
日
判
決
、
及
び
、
同
一
九
六
四
年
三

月
一
六
日
判
決
参
照
）。
し
か
し
、
裁
判
官
は
、
次
に
、
他
の
多
く

の
領
域
に
こ
の
カ
フ
カ
的
な
要
求
を
拡
大
し
た
。

例
え
ば
、
道
路
交
通
に
関
し
て
、
自
動
車
の
ブ
レ
ー
キ
の
故
障
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（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
七
一
年
七
月
八
日
判
決
）、
車
線
内
へ
の
車
両

の
出
現
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
七
二
年
一
一
月
二
九
日
判
決
）、
障

害
物
の
出
現
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
七
二
年
六
月
二
一
日
判
決
）、

ま
た
は
、
激
し
い
雷
雨
に
よ
っ
て
生
じ
た
水
溜
ま
り
（
破
毀
院
刑
事

部
一
九
七
五
年
一
〇
月
一
四
日
判
決
）
は
、
何
ら
抗
拒
不
能
で
な
く
、

不
可
抗
力
を
構
成
し
な
い
。
妊
婦
の
自
動
車
運
転
者
に
発
生
し
た
身

体
的
衰
弱
す
ら
責
任
阻
却
事
由
を
構
成
し
な
い
（
破
毀
院
刑
事
部
二

〇
〇
六
年
一
一
月
一
五
日
判
決
）。

銀
行
の
領
域
に
お
い
て
、
被
告
人
が
受
託
金
を
自
己
の
口
座
に
預

け
て
い
た
と
こ
ろ
、
当
該
銀
行
が
戦
時
の
状
況
の
結
果
閉
鎖
し
た
こ

と
は
、
彼
に
と
っ
て
抗
拒
不
能
な
事
象
を
構
成
し
な
い
。
代
替
物
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
以
上
、
彼
に
属
す
る
代
替
物
で
も
っ
て
彼
が
義

務
を
履
行
す
る
こ
と
は
何
ら
妨
げ
ら
れ
な
い
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九

五
六
年
七
月
一
二
日
判
決
）。
受
託
者
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
た
資
金

と
受
託
者
の
個
人
口
座
の
間
で
銀
行
に
よ
っ
て
自
動
的
に
行
わ
れ
た

相
殺
の
場
合
も
、
彼
に
は
こ
の
相
殺
が
行
わ
れ
な
い
た
め
に
有
益
な

あ
ら
ゆ
る
措
置
を
と
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
以
上
、
同
様
で
あ
る

（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
七
二
年
五
月
三
〇
日
判
決
）。
ま
た
、
裁
判
上

の
更
生
中
の
会
社
に
対
す
る
財
政
援
助
を
銀
行
が
突
然
引
き
上
げ
た

場
合
、
会
社
幹
部
は
、
手
形
で
資
金
を
受
領
し
そ
の
資
金
を
提
示
で

き
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
背
信
の
罪
に
問
わ
れ
る
（
破
毀
院
刑
事

部
一
九
九
三
年
一
〇
月
一
一
日
判
決
）。

労
働
規
則
の
領
域
に
お
い
て
、
従
業
員
の
生
産
性
が
低
下
す
る
見

込
み
は
、
雇
用
者
が
労
働
の
安
全
に
関
す
る
規
定
に
違
反
す
る
こ
と

を
正
当
化
し
な
い
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
五
七
年
一
二
月
二
三
日
判

決
）。
同
様
に
、
法
律
上
保
護
の
あ
る
労
働
者
の
復
職
に
対
し
て
企

業
内
で
表
明
さ
れ
た
反
対
は
、
雇
用
者
が
当
該
賃
金
労
働
者
の
地
位

を
尊
重
さ
せ
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
用
い
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

何
ら
抗
拒
不
能
で
は
な
い
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
六
六
年
一
二
月
九

日
判
決
）。

遠
隔
監
視
企
業
に
対
し
て
、
警
察
ま
た
は
憲
兵
へ
の
通
報
に
つ
き

そ
の
た
め
に
特
に
割
り
当
て
ら
れ
た
専
用
番
号
以
外
の
使
用
を
禁
止

す
る
、
遠
隔
監
視
企
業
に
関
す
る
規
則
を
め
ぐ
っ
て
、
被
告
人
は
、

同
規
則
に
違
反
し
な
い
た
め
に
は
、
専
用
番
号
を
保
有
し
て
い
な
い

区
域
に
お
い
て
財
産
の
遠
隔
監
視
の
実
施
を
拒
否
す
る
か
、
契
約
上

の
義
務
を
法
律
上
充
足
す
る
た
め
に
他
の
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
か

が
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
不
可
抗
力
の
支
配
下
で
行
動
し
た
と
主

張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
破
毀
院
刑
事
部
二
〇
〇
〇
年
九
月
一
三

日
判
決
）。

逆
に
、
甲
状
腺
の
欠
陥
に
よ
る
自
主
性
の
欠
如
、
鑑
識
力
及
び
自

己
抑
制
の
欠
損
を
伴
う
、
医
学
的
に
証
明
さ
れ
た
病
的
無
気
力

（a
p
a
th
ie p

a
th
o
lo
g
iq
u
e

）
は
、
そ
れ
に
罹
患
し
た
自
動
車
運
転
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者
に
と
っ
て
、
抗
拒
不
能
性
を
帯
び
、
逃
走
罪
に
つ
い
て
彼
の
無
罪

を
正
当
化
し
う
る
（B

esa
n
ço
n

軽
罪
裁
判
所
一
九
七
七
年
一
一
月

二
五
日
判
決
）。
そ
れ
ま
で
健
康
で
あ
っ
た
自
動
車
運
転
者
に
起

こ
っ
た
突
然
か
つ
予
見
不
可
能
な
体
の
不
調
に
よ
っ
て
、
ア
ク
セ
ル

ペ
ダ
ル
に
乗
せ
た
足
が
痙
攣
し
、
同
乗
者
の
必
死
の
操
作
に
も
か
か

わ
ら
ず
不
可
避
的
な
衝
突
が
起
こ
っ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
（
破
毀

院
刑
事
部
二
〇
〇
五
年
一
一
月
一
五
日
判
決
）。
限
ら
れ
た
範
囲
に

突
然
発
生
し
た
雨
氷
の
プ
レ
ー
ト
も
、
不
可
避
性
を
呈
す
る
も
の
と

み
な
さ
れ
う
る
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
七
〇
年
四
月
一
一
日
判
決
）。

さ
ら
に
、
父
親
に
会
う
と
思
う
だ
け
で
子
供
に
生
じ
る
パ
ニ
ッ
ク
状

態
及
び
自
殺
観
念
は
、
当
該
拒
絶
の
態
度
が
既
に
二
度
の
入
院
を
も

た
ら
し
て
お
り
、
司
法
精
神
鑑
定
に
よ
っ
て
母
性
的
条
件
付
け
が
子

供
の
態
度
に
お
い
て
副
次
的
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
以
上
、
抗
拒
不
能
な
事
象
を
構
成
す
る
（M

etz

控
訴

院
一
九
九
四
年
三
月
一
〇
日
判
決
）。

B.
｜
抗
拒
不
能
性
と
心
理
的
強
制

物
理
的
強
制
と
同
様
、
心
理
的
強
制
が
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
阻

却
す
る
の
は
、
そ
れ
が
抗
拒
不
能
な
場
合
、
即
ち
、
被
告
人
の
自
由

を
消
滅
さ
せ
る
ほ
ど
の
圧
力
を
行
為
者
の
意
思
に
及
ぼ
す
場
合
の
み

で
あ
る
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
六
五
年
六
月
一
五
日
判
決
）。
判
例

は
、
こ
の
抗
拒
不
能
性
の
評
価
に
お
い
て
、
物
理
的
強
制
の
場
合
よ

り
も
厳
格
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
当
然
、
判
例
は
、
被
告
人
か
ら

そ
の
精
神
の
自
由
を
奪
う
ほ
ど
急
迫
し
て
お
ら
ず
直
接
的
で
も
な
い

単
な
る
脅
迫
の
援
用
に
基
づ
く
不
処
罰
の
主
張
を
全
て
排
斥
す
る

（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
四
九
年
一
二
月
二
九
日
判
決
）。
例
え
ば
、
裁

判
官
は
、
偽
造
文
書
行
使
及
び
会
社
財
産
濫
用
隠
匿
に
つ
い
て
、
雇

用
者
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
実
行
を
強
要
さ
れ
た
と
主
張
し
、

雇
用
者
へ
の
従
属
関
係
を
援
用
す
る
賃
金
労
働
者
を
有
罪
と
し
た

（
破
毀
院
刑
事
部
二
〇
〇
四
年
一
月
二
八
日
判
決
）。
同
様
に
、
裁
判

官
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
行
為
時
に
高
官
で
あ
り
、
占
領
軍
に

よ
っ
て
指
揮
さ
れ
た
反
ユ
ダ
ヤ
政
策
に
協
力
し
た
被
告
人
を
人
道
に

対
す
る
罪
の
共
犯
と
し
た
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
九
七
年
一
月
二
三

日
判
決
）。
反
面
、
裁
判
官
が
、
山
賊
に
脅
迫
さ
れ
彼
ら
を
匿
っ
た

コ
ル
シ
カ
の
森
林
所
有
者
に
対
し
て
、
犯
人
蔵
匿
に
つ
き
抗
拒
不
能

な
心
理
的
強
制
の
恩
恵
を
拒
否
す
る
場
合
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
〇

〇
年
一
二
月
二
八
日
判
決
）、
ま
た
は
、
一
九
一
四
年
の
戦
時
中
、

人
質
が
銃
殺
さ
れ
る
恐
怖
か
ら
、
ド
イ
ツ
軍
に
情
報
を
提
供
し
た
農

夫
に
対
し
て
、
抗
拒
不
能
な
強
制
を
排
除
す
る
場
合
（
破
毀
院
刑
事

部
一
九
三
四
年
四
月
二
〇
日
判
決
）、
裁
判
官
は
英
雄
的
行
動
を
要

求
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

警
察
官
に
よ
る
教
唆
と
い
う
特
殊
な
領
域
に
関
す
る
非
常
に
多
く
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の
判
決
に
お
い
て
、
抗
拒
不
能
な
心
理
的
強
制
を
承
認
す
る
こ
と
に

対
す
る
裁
判
官
の
躊
躇
い
が
示
さ
れ
て
い
る
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九

四
三
年
一
月
二
七
日
判
決
、
及
び
、
同
一
九
四
四
年
三
月
三
日
判

決
）。
ま
た
、
最
近
の
破
毀
院
刑
事
部
判
決
に
は
、
こ
の
非
常
な
厳

格
さ
が
い
ま
な
お
実
定
法
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
傾
向

が
あ
る
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
七
一
年
三
月
二
日
判
決
、
同
一
九
七

二
年
三
月
一
六
日
判
決
、
及
び
、
同
一
九
七
九
年
一
〇
月
二
日
判

決
）。
こ
の
判
例
は
、
さ
ら
に
、
今
日
、
犯
罪
性
の
進
展
に
対
す
る

司
法
の
適
応
に
関
す
る
二
〇
〇
四
年
三
月
九
日
の
法
律
で
創
設
さ
れ

た
、
刑
訴
法
七
〇
六

八
一
条
及
び
七
〇
六

八
二
条
に
よ
っ
て
、
強

固
に
な
っ
た
。
同
規
定
は
、
組
織
犯
罪
の
枠
内
で
、
捜
査
官
に
潜
入

活
動
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
条
件
の
下
、
抗
拒
不
能
な
心
理
的
強
制
の
存
在
を
承
認

す
る
判
例
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
あ
る
も
の
は
、
被
告
人
の
自
由

意
思
を
完
全
に
排
す
る
程
の
警
察
官
に
よ
る
教
唆
に
か
か
わ
り

（T
o
u
lo
u
se

控
訴
院
一
九
四
二
年
四
月
二
三
日
判
決
）、
ま
た
あ
る

も
の
は
、
強
制
を
構
成
す
る
の
に
十
分
な
差
し
迫
っ
た
脅
迫
に
属
し

て
い
る
（
武
装
し
た
約
四
〇
人
の
反
逆
者
に
宿
を
提
供
し
た
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
人
に
関
す
る
、
破
毀
院
刑
事
部
一
九
五
九
年
二
月
二
六
日

判
決
）。
さ
ら
に
そ
の
他
の
も
の
と
し
て
は
、
子
供
の
引
き
渡
し
拒

否
罪
に
関
す
る
上
記
二
判
例
（D

ijo
n

控
訴
院
一
九
八
四
年
一
二
月

一
九
日
判
決
、
及
び
、A

g
en

軽
罪
裁
判
所
一
九
八
五
年
五
月
二
二

日
判
決
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
最
後
の
例
は
疑
わ
し
く
、
被
告
人
は

心
理
的
に
抗
拒
不
能
な
状
況
と
い
う
よ
り
、
緊
急
避
難
に
属
す
る
選

択
に
直
面
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
が
学
説
に
よ
っ
て
問
わ
れ
て
い

る
（A

.
V
IT
U

参
照
）。

2.
｜
可
変
的
な
要
件：

外
部
性

民
法
上
の
不
可
抗
力
に
対
し
て
刑
法
上
の
強
制
が
行
う
あ
る
種
の

擬
態
を
通
し
て
、
長
い
間
、
民
法
一
一
四
七
条
で
要
求
さ
れ
て
い
る

「
外
部
的
原
因
」
の
要
件
を
刑
法
上
の
強
制
の
要
件
に
移
し
替
え
る

こ
と
が
行
わ
れ
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
外
部
性
は
、
民
事
裁
判
官
に

よ
っ
て
常
に
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
民
事
裁
判
官
は
、

正
当
に
も
、
と
き
に
は
、
あ
る
者
の
疾
病
や
失
業
状
態
を
顧
慮
す
る

こ
と
を
躊
躇
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（F
.
D
E
S
P
O
R
T
E
S
＝
F
.
L
E G

U
N
E
H
E
C

）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

強
制
がfa

u
te

を
有
す
る
者
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
す

る
と
い
う
配
慮
に
お
い
て
、
刑
事
判
例
は
、
長
い
間
、
民
法
学
者
の

三
部
作
へ
の
こ
だ
わ
り
を
示
し
た
。
そ
の
結
果
、
今
で
も
な
お
、
多

く
の
学
説
が
、
外
部
性
を
一
二
二

二
条
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
強

制
ま
た
は
力
の
必
要
条
件
と
し
て
提
示
し
て
い
る
（
例
え
ば
、P

.

B
O
U
Z
A
T
＝
J
.

P
IN

A
T
E
L
;

J
.

L
A
R
G
U
IE
R
＝
P
h
.
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C
O
N
T
E
＝
P
.
M
A
IS
T
R
E
 
D
U
 
C
H
A
M
B
O
N
;
G
.
V
E
R
-

M
E
L
L
E

）。

刑
法
の
自
律
性
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
不
可
抗
力
を
、
民
法
よ
り

も
「
相
対
主
義
的
」
か
つ
「
人
格
主
義
的
」
な
概
念
に
す
る
よ
う
に

導
き
（J.-M

.
A
U
S
S
E
L

）、
多
く
の
者
は
、
今
日
、
刑
法
的
観
点

と
民
法
的
観
点
の
二
つ
を
特
徴
づ
け
る
差
異
を
強
調
す
る
（M

.-L
.

R
A
S
S
A
T

）。
そ
の
結
果
、
多
数
説
は
、
も
は
や
外
部
性
を
強
制
の

真
の
要
件
と
し
て
提
示
し
て
い
な
い
（
例
え
ば
、R

.
M
E
R
L
E
＝

A
.
V
IT
U
;
A
.
D
E
C
O
C
Q
;
B
.
B
O
U
L
O
C
;
J.-S

.
S
O
Y
E
R
;
X
.

P
IN

）。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、

強
制
の
外
部
性
要
件
か
ら
の
解
放
が
、
物
理
的
強
制
の
場
合
と
心
理

的
強
制
の
場
合
で
大
い
に
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
が
妥
当
で
あ

る
。

A.
｜
外
部
性
と
物
理
的
強
制

物
理
的
強
制
に
関
し
て
、
破
毀
院
刑
事
部
は
、
犯
罪
の
実
行
を
惹

起
す
る
抗
拒
不
能
な
状
況
が
必
ず
し
も
行
為
者
の
外
部
に
あ
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
を
徐
々
に
承
認
し
て
き
た
。
破
毀
院
刑
事
部
は
、
例

え
ば
、
病
気
の
た
め
、
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
検
診
を
受
け
に
行
け

な
か
っ
た
売
春
婦
に
対
し
て
（
破
毀
院
刑
事
部
一
八
六
五
年
三
月
三

日
判
決
）、
心
臓
疾
患
の
故
に
利
益
の
多
い
仕
事
の
中
断
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
家
族
の
遺
棄
に
つ
い
て
訴
追
さ
れ
た
者
に
対
し
て
（
破
毀

院
刑
事
部
一
九
三
七
年
四
月
二
四
日
判
決
）、
ま
た
、
事
故
の
原
因

と
な
る
誤
っ
た
操
作
を
引
き
起
こ
す
身
体
的
衰
弱
を
有
す
る
原
動
機

付
自
転
車
運
転
者
に
対
し
て
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
六
一
年
一
〇
月

一
〇
日
判
決
）、
強
制
を
承
認
し
た
。
よ
り
最
近
で
は
、
事
実
審
裁

判
官
が
、
上
述
の
通
り
、
病
的
無
気
力
（a

p
a
th
ie
 
p
a
th
o
lo
g
i-

q
u
e

）
が
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
こ
と
を
認
め
（B

esa
n
ço
n

軽
罪

裁
判
所
一
九
七
七
年
一
一
月
二
五
日
判
決
）、
破
毀
院
も
、
自
動
車

運
転
者
に
起
こ
っ
た
突
然
か
つ
予
見
不
可
能
な
体
の
不
調
に
よ
る
刑

事
無
答
責
を
承
認
し
て
い
る
（
破
毀
院
刑
事
部
二
〇
〇
五
年
一
一
月

一
五
日
判
決
）。
さ
ら
に
、
内
部
的
物
理
的
強
制
の
承
認
は
、
疾
病

ま
た
は
身
体
的
衰
弱
の
場
合
に
限
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ

れ
よ
う
。
例
え
ば
、
列
車
で
眠
っ
て
し
ま
い
、
目
的
の
駅
を
越
え
て

乗
車
し
続
け
た
乗
客
の
場
合
、
眠
気
も
強
制
と
な
り
う
る
（
破
毀
院

刑
事
部
一
九
二
二
年
一
〇
月
一
九
日
判
決
、
及
び
、T

o
u
lo
u
se

控

訴
院
一
八
九
三
年
一
二
月
五
日
判
決
）。
こ
れ
ら
の
全
て
の
事
例
に

お
い
て
は
外
部
性
要
件
が
欠
け
て
い
る
が
、
責
任
の
阻
却
は
刑
事
犯

罪
に
の
み
及
び
、
犯
罪
被
害
者
へ
の
賠
償
義
務
に
は
及
ば
な
い
と
決

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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B.
｜
外
部
性
と
心
理
的
強
制

心
理
的
強
制
の
場
合
、
外
部
性
の
要
件
が
ほ
ぼ
絶
対
的
に
支
配
す

る
。
お
そ
ら
く
、
絶
対
的
に
制
御
不
能
な
反
射
ま
た
は
欲
動
に
よ
っ

て
示
さ
れ
る
内
部
的
心
理
的
強
制
が
心
神
喪
失
と
一
致
す
る
事
例
は

留
保
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
判
例
に
ほ
と
ん
ど
現
れ
な
い
こ
の

よ
う
な
限
界
事
例
以
外
で
は
、
内
部
的
心
理
的
強
制
は
、
む
し
ろ
被

告
人
の
衝
動
、
信
念
ま
た
は
感
情
と
い
っ
た
表
現
に
対
応
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
判
例
は
、
こ
の
よ
う
な
考
慮
に
基
づ

く
責
任
阻
却
の
あ
ら
ゆ
る
観
念
を
一
貫
し
て
排
除
す
る
（
破
毀
院
刑

事
部
一
九
〇
八
年
四
月
一
一
日
判
決
、
同
一
九
二
六
年
一
一
月
二
七

日
判
決
、B

o
b
ig
n
y

軽
罪
裁
判
所
一
九
七
二
年
一
一
月
二
二
日
判

決
、
及
び
、
破
毀
院
刑
事
部
一
九
八
七
年
一
二
月
八
日
判
決
）。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
判
例
に
は
い
く
つ
か
の
留
保
す
べ
き
点

が
あ
る
。
一
方
で
、
少
な
く
と
も
、
判
例
に
よ
る
内
部
的
心
理
的
強

制
の
顧
慮
の
例
が
存
在
す
る
（P

a
ris

控
訴
院
一
九
六
八
年
六
月
二

七
日
判
決
）。
他
方
で
、
裁
判
官
は
、
し
ば
し
ば
激
情
犯
罪
の
行
為

者
に
多
く
の
寛
容
を
示
す
。
学
説
の
多
く
は
、
さ
ら
に
、
実
定
法
の

緩
和
を
求
め
て
い
る
（
例
え
ば
、B

.
B
O
U
L
O
C

）。
最
後
に
、
立

法
者
自
身
も
こ
の
種
の
状
況
に
無
関
心
で
は
な
い
（
公
衆
衛
生
法
L.

二
二
一
二

八
条
参
照
）。

3.
｜
議
論
の
あ
る
要
件：

予
見
不
可
能
性
な
い
し
先
行
過
失
の
不
存

在民
法
に
お
い
て
支
配
的
な
解
決
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑

事
裁
判
官
は
、
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
状
況
ま
た
は
事
象
が
、
抗
拒

不
能
性
及
び
外
部
性
の
み
な
ら
ず
、
予
見
不
可
能
性
も
帯
び
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
は
、
強
制
が
緊
急
避
難
と
共

有
す
る
あ
る
条
件
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
（J.

L
É
A
U
T
É
;
C
.

D
U
P
A
R
C
Q

）。
具
体
的
に
は
、
予
見
不
可
能
性
の
要
求
は
、
抗
拒

不
能
な
状
況
を
発
生
さ
せ
る
原
因
と
な
る
先
行
過
失
を
犯
し
、
も
は

や
予
見
不
可
能
な
事
象
に
直
面
し
て
い
る
と
主
張
し
え
な
い
者
か
ら

強
制
の
恩
恵
を
奪
う
（A

.-C
.
D
A
N
A

）。
判
例
は
、
か
く
し
て
、

頻
繁
に
、
予
見
不
可
能
性
を
欠
い
た
不
可
抗
力
の
抗
弁
を
排
斥
し
た
。

し
か
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
例
は
、
学
説
の
多
数
に
よ

る
き
わ
め
て
激
し
い
批
判
を
か
き
立
て
た
。

A.
｜
判
例
に
お
け
る
適
用

予
見
不
可
能
性
の
要
件
の
最
も
有
名
な
例
証
は
、
外
出
許
可
中
に

酩
酊
し
、
警
察
に
逮
捕
、
留
置
さ
れ
た
た
め
に
帰
船
で
き
ず
、
出
船

時
に
脱
走
兵
と
な
っ
たT

rem
in
tin

号
の
乗
組
員
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
二
一
年
一
月
二
九
日
判
決
）。

多
く
の
例
は
、
交
通
犯
罪
に
関
係
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
運
転
者
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の
不
注
意
な
行
動
は
、
予
見
す
べ
き
で
あ
っ
た
障
害
物
の
出
現
に
関

し
て
、
不
可
抗
力
の
主
張
の
可
能
性
を
完
全
に
排
除
す
る
（
破
毀
院

刑
事
部
一
九
七
一
年
七
月
八
日
判
決
）。
慢
性
の
低
血
圧
に
よ
っ
て

危
惧
さ
れ
る
運
転
者
の
疾
病
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
七
六
年
二
月
一

二
日
判
決
）、
ま
た
は
、
自
己
が
非
常
に
疲
労
し
て
い
る
こ
と
を
認

識
し
つ
つ
長
期
間
に
わ
た
っ
て
何
ら
食
糧
を
摂
取
し
な
か
っ
た
被
告

人
の
既
知
の
疾
患
（
破
毀
院
一
九
七
四
年
五
月
八
日
判
決
）
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
決
し
て
予
見
不
可
能
と
は
み
な
さ
れ

な
か
っ
た
雨
氷
の
プ
レ
ー
ト
の
出
現
つ
い
て
も
同
じ
解
決
が
図
ら
れ

る
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
七
〇
年
四
月
一
一
日
判
決
、
及
び
、
同
一

九
七
八
年
一
二
月
一
八
日
判
決
）。

背
信
に
関
し
て
、
上
述
の
通
り
、
受
託
者
に
よ
っ
て
受
領
さ
れ
た

資
金
と
受
託
者
の
個
人
口
座
の
間
で
銀
行
に
よ
っ
て
自
動
的
に
行
わ

れ
た
相
殺
は
何
ら
予
見
不
可
能
で
は
な
い
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
七

二
年
五
月
三
〇
日
判
決
）。
同
様
に
、
監
視
が
十
分
で
あ
れ
ば
防
げ

た
盗
の
た
め
に
委
託
物
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
者
に
は
、
背
信
の
罪

が
成
立
す
る
（
破
毀
院
刑
事
部
一
九
五
一
年
七
月
一
三
日
判
決
）。

子
供
の
引
き
渡
し
拒
否
に
関
し
て
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
父
親
に

会
う
と
思
う
だ
け
で
子
供
に
生
じ
る
パ
ニ
ッ
ク
状
態
及
び
自
殺
観
念

は
母
親
に
と
っ
て
不
可
抗
力
の
一
事
例
を
構
成
す
る
（M

etz

控
訴

院
一
九
九
四
年
三
月
一
〇
日
判
決
）。
し
か
し
、
母
親
と
の
面
会
を

前
に
し
て
、
痙
攣
し
、
絶
望
の
危
機
に
陥
り
や
す
い
未
成
年
者
の
態

度
が
、
父
親
が
彼
に
与
え
た
教
育
の
結
果
と
み
な
さ
れ
う
る
場
合
に

は
、
全
く
事
情
が
異
な
る
（P

a
u

控
訴
院
一
九
九
二
年
一
一
月
四

日
判
決
）。

遠
隔
監
視
企
業
に
関
す
る
規
則
に
つ
い
て
、
上
述
の
通
り
、
被
告

人
は
、
同
規
則
に
違
反
し
な
い
た
め
に
は
、
専
用
番
号
を
保
有
し
て

い
な
い
区
域
に
お
い
て
財
産
の
遠
隔
監
視
の
実
施
を
拒
否
す
る
か
、

契
約
上
の
義
務
を
法
律
上
充
足
す
る
た
め
に
他
の
シ
ス
テ
ム
を
利
用

す
る
か
が
で
き
た
以
上
、
被
告
人
は
、
予
見
不
可
能
な
状
況
に
直
面

し
た
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
破
毀
院
刑
事
部
二
〇
〇
〇
年

九
月
一
三
日
判
決
）。

B.
｜
学
説
に
よ
る
批
判

予
見
不
可
能
性
な
い
し
先
行
過
失
の
不
存
在
の
要
求
は
、
主
と
し

て
未
必
の
故
意
及
び
故
意
を
超
え
た
犯
罪
の
概
念
に
依
拠
す
る
少
数

説
の
支
持
を
え
て
い
る
（
特
に
、A

.-C
.
D
A
N
A

、
及
び
、P

.

B
O
U
Z
A
T
＝
J.
P
IN
A
T
E
L

参
照
）。
確
か
に
、
こ
れ
ら
の
論
拠

は
適
切
で
あ
り
、
裁
判
を
受
け
る
者
が
、
自
己
の
行
為
及
び
自
己
の

懈
怠
に
つ
い
て
、
そ
こ
か
ら
生
じ
う
る
結
果
の
大
き
さ
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
っ
て
も
、
責
任
を
負
う
こ
と
を
望
む
の
は
そ
れ
自
体
ひ
ど

い
話
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
比
較
法
的
論
拠
が
こ
の
予
見
不
可
能
性
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を
要
求
す
る
流
れ
に
有
利
に
働
く
。

多
数
説
は
、
確
た
る
理
由
に
基
づ
い
て
、
判
例
を
厳
し
く
批
判
す

る
。
多
く
の
論
者
は
、
旧
刑
法
六
四
条
の
文
言
（

行
為
時
に
」）
を

援
用
し
つ
つ
、
責
任
の
要
件
は
犯
罪
行
為
時
に
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
点
を
強
調
す
る
（R

.
M
E
R
L
E
＝
A
.
V
IT
U
;
J.
L
A
R
-

G
U
IE
R
＝
P
h
.
C
O
N
T
E
＝
P
.
M
A
IS
T
R
E
 
D
U
 
C
H
A
M
B
O
N
;

J.
P
R
A
D
E
L

）。
旧
刑
法
六
四
条
が
「
行
為
時
」
の
責
任
評
価
を
規

定
し
て
い
る
の
は
心
神
喪
失
に
関
し
て
の
み
で
あ
り
、
立
法
者
が
一

二
二

二
条
に
お
い
て
こ
の
点
の
説
明
を
導
入
す
べ
き
と
は
考
え
な

か
っ
た
と
い
う
反
論
は
確
か
に
あ
り
う
る
（W
.
JE
A
N
D
ID
IE
R

）。

し
か
し
、
特
に
、
立
法
者
は
こ
の
条
項
に
お
い
て
予
見
不
可
能
性
の

要
件
を
承
認
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
と
も
考
え
な
か
っ
た
と
い
う

点
（F

.
D
E
S
P
O
R
T
E
S
＝
F
.
L
E
 
G
U
N
E
H
E
C
;
C
.
M
A
R
IE

）

が
挙
げ
ら
れ
る
他
、
実
体
に
関
し
て
、
被
告
人
の
単
な
る
懈
怠
を
理

由
に
強
制
の
恩
恵
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
と
き
に
は
、
単
な
る
過
失

犯
を
逃
走
罪
ま
た
は
背
信
の
罪
に
変
え
る
に
至
る
と
い
う
全
く
受
け

入
れ
が
た
い
事
態
を
生
じ
さ
せ
る
（F

.
D
E
S
P
O
R
T
E
S
＝
F
.
L
E

 
G
U
N
E
H
E
C

）
と
い
う
点
も
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、

き
わ
め
て
正
当
に
も
、
い
く
つ
か
の
学
説
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、

抗
拒
不
能
性
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
、
予
見
不
可
能
性
を
要
求
す
る

こ
と
は
、
抗
拒
不
能
性
と
若
干
重
複
し
て
は
い
な
い
か
が
問
わ
れ
う

る
（A

.
V
IT
U
;
J.-H

.
R
O
B
E
R
T

）。

１
）

D
A
N
T
I-JU

A
N
,M
ich
el,

«
F
o
rce m

a
jeu
re

»,
R
ep
er-

to
ire p

en
a
l D

a
llo
z 2010

(2  
em
e
 ed
itio

n
),
n
1
n
58.

２
）

本
論
稿
の
紹
介
に
つ
き
ご
快
諾
頂
い
た
ダ
ン
テ
ィ
ジ
ュ
ア
ン
教

授
に
は
、
こ
こ
で
改
め
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
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